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ロールズにおける〈神学‐政治問題〉？ 
――『道徳哲学史講義』読解1―― 

 
田中 将人 

一   問題の所在――はじめに 

 J・ロールズの政治哲学の中心に政治と宗教をめぐる問題があることは、今日では徐々

に知られるようになってきている。しかし、依然として、彼の政治哲学がいわゆる〈神

学‐政治問題〉といかなる関係にあるかについては、いささかも議論になっていない。

管見のかぎり、この問題を――今から三十年以上も前に――明確に意識していた唯一と

いってよい研究者が飯島昇藏である。彼は、ロールズの人間観をテーマとした論文を、

次のように締めくくっている。 

 

「最後に、ロールズの理論的著作活動を現代における政治哲学（政治理論ではない）

の復権の兆しとみなしうるのかという評価の問題に関して一言述べるならば、それ

は政治哲学とは何かの理解に深く関わる問題であろう。もし政治哲学の現実の社会

問題の解決への貢献度にその規準を置くならば、たしかに『正義の理論』は一定の

評価を博すであろう。しかし、もし政治哲学の基準が、人間の最高の可能性、

憧 憬
アスピレーション

、そしてそれが格闘した問題の人間的深さと堅固さとに深く連なるとすれ

ば、そのようなロールズ評価は変更を余儀なくされるであろう。少なくとも、哲学

的著作をロールズ的マキシミン・ルールの適用によって評価することだけは邪道で

あろう。というのは、古来、哲学は最も危険な賭のひとつであったからである。そ

れは啓示か、それとも理性かの実存的選択であったからである」（飯島 1985: 三五

〇） 

 

 
1 本稿は、第39回政治哲学研究会（2019年9月21日、於拓殖大学）での報告を元にしたものであ

る。討論者の高田宏史氏、司会者の和田泰一氏をはじめ、研究会ならびに懇親会にてコメントを下さっ
た方々に御礼申し上げたい。また、有益な指摘をいただいた二名の匿名査読者の方々にも感謝の意を表

したい。 
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 この「啓示か、それとも理性かの実存的選択」という結びのフレーズは、そこで L・

シュトラウスが参照されていることからしても2、明らかに〈神学‐政治問題〉を意識し

たものである。飯島によれば、この問題は少なくとも三つの側面をもつ（飯島 1995b: 二

一七-二二四）3。第一に、「ユダヤ人問題」に代表される、何か特定の政治的理念（この

場合はリベラリズム）が完全な社会をつくりあげることは困難だという認識である。第

二に、エクソテリシズムとエソテリソズムの区別の必要性に代表される、哲学と政治の

緊張関係、ならびに両者のありうべき関係性の要請である。そして第三に、最も重要な

ものとして、アテナイとイェルサレムの対立に代表される、理性と啓示の拮抗関係の継

続である。「もちろんシュトラウス自身は理性に賭ける。しかし、このことは哲学と神学

とが相互に他者の主張を無視したり、それに無関心であることを奨励するものではない。

むしろ人生において必要欠くべからざる唯一のものにかんして、哲学と神学とが相互に

他者の主張に傾聴し、相互に影響しあうところに西洋文明の活力と栄光の源泉があった

というのがシュトラウスの基本的立場である」（飯島 1995b: 二二三）。 

 飯島の評価では、ロールズはこの問題の所在にさえ気づいていない4。ゆえに、『正義

論』をはじめとする彼の著作は、政治理論と区別される政治哲学――「人間の最高の可

能性、 憧 憬
アスピレーション

、そしてそれが格闘した問題の人間的深さと堅固さとに深く連なる」も

の――としては、特段の評価に値するものとはならない。 

 本稿は、この飯島の評価にたいし、応答を試みるものである。具体的にいえば、その

目的は、ロールズは実際のところ〈神学‐政治問題〉に関連する問いを意識していたの

 
2 Strauss 1983: 147-173。これは、同著における“Jerusalem and Athens: Some Preliminary Reflections”の章

に該当するものである。 
3 もちろん、〈神学‐政治問題〉がいかなるものであるか自体が大きな問いであるが、本稿では飯島の

整理に依拠する。また、通常この問題はシュトラウス解釈と切り離されえないが、本稿はそこには立ち
入らない（立ち入れない）。シュトラウスの政治哲学に定位して〈神学‐政治問題〉を捉えようとする

試みとしては、マイアー 2010 を参照。 
4 ただし、のちに飯島は、マキァヴェッリにおける〈神学・政治問題〉の存在を主題とした学会報告の
ペーパーにおいて、「J. Rawls の正義論あるいは政治的リベラリズムに神学・政治問題は存在する

か？」（飯島 2013: 一五）という問いを、応用問題として提起している（もっとも、この問いは附論

（Appendix）として掲げられているものであって、具体的な論述は一切ない）。このことは、晩年の彼
によるロールズ評価が変化していたかもしれないことを示唆している。だが残念ながら、探究はそれ以

上に進められることはなかった。 
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であり、また彼なりのヴィジョンを提示していたことを論証することにある5。以下、第

二節では、『道徳哲学史講義』（LHMP）を主要な考察対象とし、そこで扱われている四

人の哲学者――ヒューム、ライプニッツ、カント、ヘーゲル――の主張が、それぞれ哲

学と神学（宗教）の関係についてのユニークな洞察を示すものとして類型化されうるこ

とを示す。第三節では、これらのうち、ロールズ自身がどの見解に最もシンパシーを抱

いていたかを考察する。とくに本稿では、ヘーゲル的な歴史的目的論に着目する。そし

て最後に、以上を踏まえ、ロールズの政治哲学が存在すること、そしてそれが一定の評

価に値するものであることを論じたい。そのヴィジョンは、世代間正義に関連する問い

とも無縁ではないものである。 

 

二   四人の哲学者と、哲学と宗教の関係性  

 『道徳哲学史講義』は、ハーバードでの三十年（1962-1991）にもわたる講義から誕生

したテクストである。それは、希望者に配布していた講義原稿を元にしたものではある

が、長年にわたる何度もの補訂を経て、実質的には著作とみなしてよいものとなってい

る。ただし、なぜ『正義論』や『政治的リベラリズム』ではなく、あるいは『政治哲学

史講義』でもなく、『道徳哲学史講義』（以下、基本的に『講義』と略す）に焦点を合わ

せるのかにつき、疑念が呈されるかもしれない。 

 実際、ヒューム、ライプニッツ、カント、ヘーゲルの四人を取り上げる本書は、第一

義的には（多少のクセはあるが）オーソドックスな倫理学史として読むことができる。

簡単な見取り図を示すならば、まず、ヒュームが実践理性の観念を否定する懐疑論の代

表者として、対照的に、ライプニッツが大文字の理性を想定する理性的直観主義（rational 

intuitionism）の代表者として位置づけられる。そしてこれらにたいし、両者を綜合するも

のとして、カントの構成主義（constructivism）の意義が説かれる。それは、ヒュームとは

異なり実践理性の妥当性を支持するが、ライプニッツとも異なり道徳原理が人びとに

 
5 よって本稿は、拙著に寄せていただいた、特殊ロールズ的な宗教性の明確化の必要性や、ロールズ和
解論の限界性の指摘といった批評に応じようとする試みでもある（山岡 2017: 一三三; 大澤 2018: 三
五七）。 



田中 将人：ロールズにおける〈神学‐政治問題〉？                           『政治哲学』第 27 号 

 

31 
 
 

よって作為されていく側面をも重視する、独自の道徳的立場を画すものとなる6。 

 このように、構成主義は自律的な道徳的立法の独自性ならびに重要性を示すものであ

り、それは〈諸目的の国〉の理念に敷衍されることによって、ロールズ自身の社会像と

も結びつけられる（田中 2017: 六七-七九、九二-九九）。その行論では B・ウィリアムズ

や C・コースガードらの名前も参照されており、このことは、本書がひとつには現代の

（メタ）倫理学におけるヒューム主義とカント主義の対立という文脈に定位するもので

あることを物語っている。 

 しかし、『講義』の意義と意図はおそらくそれに尽きるものではない。古典的道徳哲学

と近代的道徳哲学を対比した序論をはじめ、本書には宗教に関する論述が充ちている。

とくに興味深いのは、四人の哲学者がそれぞれ異なった仕方で、自らの哲学と宗教との

関係を捉えている様子が素描されていることだ。この、哲学と宗教（神学）との関係性

というのは、先にみた〈神学‐政治問題〉の要諦をなすものにほかならない。実際、序

論においては、宗教と科学の関係性が講義を貫くテーマのひとつとして設定されている。

「私たちが研究対象とする著者たちは、それぞれ（彼ら自身の仕方で）、近代科学（modern 

science）とキリスト教および一般に認められた道徳的信念との関係に多大な関心を寄せ

ている」（LHMP: 11=三七）7。しかしこのテーマは、従来のロールズ研究においては、『講

義』に焦点を合わせたものにあってさえ、ほとんど注目されてこなかった8。 

 
6 ヘーゲル講義は、最終年度の91年に追加されたものだが、道徳理論の方法論的側面はさほど論じら
れていない。むしろそれは、政治哲学の観点からのカントとの比較を主眼としている。その内実につい

ては後述する。 
7 『講義』において、science は狭義にはこうして近代科学を指すものであるため、「科学」という訳

語を宛てる。ただし、分脈によってはより広く「学一般」というニュアンスでも用いられていることを
注記しておく。 
8 『講義』全体を扱ったものとして、渡辺 2002: 二三一-三三〇; Freeman 2007: 12-28。だがこれらは

〈神学-政治問題〉を意識したものではない。たいして、政治と宗教との関係に着目したものとして、
Beiner 2011: 283-300。ただし、このベイナーの論考は、『講義』についてはほぼその序論のみを取り上

げているにとどまる。彼の結論は、党派的な包括的教説を政治の領域から出来るだけ排除しようとする

政治的リベラリズムは、それ自体が今ひとつの党派的教説と化してしまっているのではないか、という
ものである。これにたいし、本稿は、ロールズが政治と宗教との関係についてより精妙な理解を有して

いたことを示唆するものとなるだろう。P・ワイスマンは、ロールズのカント読解に認められる宗教的

側面を〈公正としての正義〉にも読み込もうとする示唆的な解釈を施しているが、やはり『講義』への
参照はごく限定的なものにとどまる（Weithman 2016: 213-241）。『講義』がもつ独自の基調をある意味

で最もよく伝えるものとしては、Herman, Reath, Korsgaad 1997。これは、教え子たちによって編まれた
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 そこで以下では、ヒューム、ライプニッツ、カント、ヘーゲルが両者の関係性をどの

ように捉えていた（とロールズが考えていた）のかを、順に考察することにしたい。仮

にこの議論が説得力をもつとしたら、その場合、ロールズが少なくとも〈神学‐政治問

題〉の一端をたしかに意識していたことが示されるはずである。それは、ロールズ研究

のみならず、この問題にたいする考察への一助となるだろう。 

 最初に注記しておけば、四人の哲学者は分量上では均等な取り扱いを受けているわけ

ではない。『講義』は次のような構成をしている。まず、序論のあとに五講（章）からな

るヒューム講義が論じられる。次に来るのはライプニッツについての二講であり、それ

に引き続いて、十講からなるカント講義が論じられる。そして最後に、ヘーゲルについ

ての二講をもって講義は締めくくられている。すなわち、本書は全二十講義からなるが、

その中心を占めるのはカントだといえる9。もっとも、以下では、その他の哲学者も彼の

引き立て役に尽きるものではないことを示すよう試みたい。なお、本稿の主眼はあくま

でもロールズによる四人の哲学者解釈の検討にあるため、各人の哲学をめぐる様々な論

争点については深入りしない（できない）ことを、予めお断りしておきたい10。 

 

１  ヒューム：人間本性の解剖学者――自然信仰主義  

『人間本性論』のヒュームが懐疑論者であることは疑いえない。だがこのことは、

ヒュームがあらゆる事柄について疑念を抱いていたことを意味しない。彼は必ずしも徹

底したピュロニズムには与してはいなかった。ロールズはここで、認識論的

 
本講義へのフェストシュリフトである。そこでは、ルソーやカントをはじめとする個別の哲学者に即し

て、人間本性や邪悪、最高善といった優れて宗教的なテーマを扱った論考が多数含まれている。また、

この著作の書評のかたちをとって、ロールズの宗教的関心を示唆するものとして、Marneffe 2001。 
9 ホッブズが『政治哲学史講義』の方に組み入れられているのは、ヒュームやライプニッツと比して、
カントとの相対的距離が大きいことが一因だと思われる。もっとも、政治と宗教との関係性につきロー

ルズはホッブズから重要な洞察を得ていると考えられる（田中 2017: 九九-一二二）。 
10 よって、各哲学者の一次文献への細かな参照は割愛した。ロールズが『講義』でどのテクストを用
いているかについては、LHMP: xxi-xxii=一〇-一一。また、ロールズの問題関心に迫ろうとするなら

ば、『講義』をはじめとする既存の一次文献の精査だけではなく、近年公開されたハーバードでのアー

カイブス資料を含めた広範な観点からのアプローチが望ましいことはいうまでもないが、残念ながら今
回は参照できなかった。したがって、本稿はコンテクストではなくテクストから接近する試論となる。

歴史的資料との突き合わせは今後の課題としたい。 
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（epistemoogical）懐疑論と概念的（conceptual）懐疑論との区別に注目する（LHMP: 22-

23=五三）。前者は、様々な信念の枠組を有意味で理解可能なものとは認めるが、それを

支える根拠や理由については懐疑する立場である。これにたいし、後者はそうした信念

の枠組自体を懐疑する立場である。 

 たとえばロールズは、帰納法についての広く知られたヒュームの懐疑論は認識論的な

それだと考える。つまり、この解釈によれば、帰納的推論はたしかに理性によっては正

当化されないが――その限りで彼は認識論的懐疑論者ではある――、それが有意味であ

ることは疑いの対象とはならない。彼は、様々な日常的な物事を概念としても否定する

わけではないのだ。 

 では、私たちの日常的な信念や行為は実のところ何によって支えられているのか。

ヒュームの解答は、習慣や想像力といった自然的な心理学上の傾向性というものである。

このように、彼の思想は、ある種の懐疑論と自然主義のハイブリッドから成り立つ。ロー

ルズのヒューム解釈の基本は、この両者を統一的に捉えようとすることにある。「ヒュー

ムのテクストのなかでは懐疑論と自然主義とはいずれも顕著なのであるから、両者を協

力的に働かせることに成功する解釈があるとしたら、他の事情が同じであるかぎりはそ

の解釈が選好されるべきである。……私はこれをヒュームの自然信仰主義 （fideism of 

nature）とよぶことがあるであろう」（LHMP: 22=五二） 。 

 以下では、この自然信仰主義が宗教にとっていかなるスタンスを示すかに話を限定し

たい。まず、指摘しておくべきことは、神の概念にたいするヒュームの懐疑が、帰納的

推論のそれと同じく、認識論的懐疑論だとされていることである。「同様に、ヒュームの

哲学的神学においては、彼の論拠はたしかに神の存在にかんするよく知られた証明を弱

体化しうるものだが、しかし彼は神という観念が充分に理解可能であることは疑ってお

らず、ゆえにこそ、こうした証明を精査しうる利点があることにもなる」（LHMP: 23=五

三）。すなわち、ヒューム自身は神を信じていないかもしれないが、かといって神の観念

を全否定することも、ましてや神の存在を信じる人々を無意味に批判することもない。

むしろ彼らはともに良識を共有した者たちでありうる11。 

 
11 「この哲学的巡礼者の行き着く先は、いわば日常的事柄については普通の人々と信念を共有するよ
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 神を必要としないヒュームは、底無しの懐疑に陥ることもない。彼は常識にとどまり

そこに休らう。彼の人間本性論はあるがままの人間が道徳的に安定しうるものを示すも

のでもある。「ヒュームは、自分が――人間本性の解剖学者（anatomist）として12――私

たちの道徳情操とあるがままの本性とを受け入れてそれに満足すべきである、というこ

とを確信させるために必要なすべての事実を並べ上げた、と考えている。本書がヒュー

ムの自然信仰主義とよんだものの全ての部分はこのことに尽きる」（LHMP: 100=一六四）。 

 この、人間本性ならびに道徳心理学についての穏当な解剖学とでもいうべきものが、

ヒュームの自然信仰主義の大きな特徴である。というのも、ロールズによれば、後世に

おける解剖学者を以て任じた思想家――マルクス、ニーチェ、フロイト、パレート――

は、むしろ人間の常識的な道徳的基盤を明け透けに疑問に付したからである。いわば彼

らは道徳や神についての概念的懐疑論者といえるだろう。しかし、こうした態度はたや

すく悲観的な世界観を招き寄せ、それは時として現実や常識に甚大な悪影響を及ぼすも

のとなる。 

 これにたいして、ヒュームは深淵を覗き込むことはない。「偉大なモラリストたちのな

かにあって、ヒュームに特有な一つの特徴は、彼があるがままの自分に満たされ充足し

ていることである。彼には悲嘆や喪失感は全くなく、ロマン主義的な苦悩や自己憐憫の

痕跡もない。世界に向けて不平をかこつこともない。その世界とはヒュームにとっては、

宗教の神を欠いた世界ではあるが、むしろそのゆえに、いっそう善いものなのである」

（LHMP: 100=一六四）。このように、ヒュームの解剖学はその自然信仰主義から離れる

ことはない。 

 ヒュームの哲学において神は存在しない。それは同時代の潮流にたいして自身が異質

であることを彼に否応なく意識させただろう13。しかし、だからといって、彼は声高に神

 
うな者であり、こうしたことを超える場合には、彼は蓋然性と証拠のもつ重みとによって導かれながら

周到にそうする。経験を越えた事柄にかんしては信念が停止される」（LHMP: 24=五五）。 
12 ヒュームの用語法では、解剖学者は画家（painter）に対置される。解剖学者が人間本性に冷静な分
析を加える一方、画家はその優美さを描き出すよう試みる。ヒュームが学問的分析を志したゆえに解剖

学者を標榜したこと、その目的が哲学と常識の和解にあること、彼の一連の著作がこの精神に立って書

かれたことについて、坂本 1995: 六四-七五。 
13 「私が思うに、ヒュームの見解は（伝統的な意味では）完全に非宗教的なものに映るが、他方、彼

自身もみずからの見解の非宗教的性格についてはつねに意識している。カルヴァン主義のスコットラン
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を全否定することも、ましてや自ら神を捏造することもなかった。これが節度ある哲学

者としてのヒュームの偉大さである。ここにいわれる彼の自然信仰主義は、〈神学‐政治

問題〉の一類型として捉えることができるだろう。すなわちそれは、穏当な無神論とで

もいうべき立場である。 

 

２  ライプニッツ：最も偉大な保守主義者――護教論   

 続いて論じられるのが、バロックの大哲学者ライプニッツである。三十年戦争の余波

著しい時代に生きた彼の哲学は、その多様性と調和性によって特徴づけられる。彼は、

近代科学と宗教との関係性をどのように考えていたのか。最初に、この論点に関する、

ロールズの二点の指摘を引いておきたい。 

 

「私たちの研究対象である著者のなかでは、ライプニッツが、保守主義者という言

葉の最良の意味においてもっとも偉大な保守主義者である」（LHMP: 12=三八） 

 

「ライプニッツと同様に、カントは科学と実践的信仰（science and practical faith）と

を和解させたいと――すなわち、それぞれを他方から擁護したいと――考える」

（LHMP: 16=四四） 

 

 まず、一点目の保守主義者について補足すれば、それは、「ライプニッツが正統派キリ

スト教とその道徳的見解を完全に認めながら、彼の時代の新しい科学と対決してこれに

習熟し――それどころか寄与してもいる――、この科学を彼の哲学神学のなかで用いて

いる」からだとされる（LHMP: 12=三八）。ロールズによれば、彼は一三世紀におけるア

クィナスと同じ意味で偉大な保守主義者なのだ14。それゆえ、『弁神論』や『形而上学叙

 
ドにあって、彼はほとんどそうあるほかはなかった。彼は自分が周囲の文化に反抗していることを充分
に自覚している。この意味で、ヒュームの見解は故意に世俗的であろうとするもの（secular by 
intention）である」（LHMP: 13=四〇）。 
14 ここでロールズは、ライプニッツとアクィナスの類似性を示唆するだけで多くを語っているわけで
はない。ただし、アクィナス的な自然法理解が究極的には神学に依拠するものであり、よって人間の作

為性の度合いを限定するとのシュトラウスの指摘は、基本的にライプニッツの護教論にも妥当すると思
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説』をはじめとする彼の哲学的著作は、純粋な哲学としてではなく、彼の信仰と一体を

なすものとして読まれなければならない。 

 この特徴は、二点目の科学と信仰との和解の試みにも当てはまる。引用部ではカント

との類似性が説かれているが、次項でみるように、両者の試みは重要なところで異なる。

カントとは異なり、ライプニッツは究極的には信仰の立場をとった上で科学との和解を

試みるからだ。彼の哲学においては常に神の視点が意識されている。ロールズは、かか

るライプニッツの基本的スタンスを護教論（apology）とよぶ。では、それはいかなる特

徴をもつのだろうか。 

 護教論とは批判にたいして自らの信仰を防衛する論法であるが、それは論敵にたいす

る全面的な論駁を必要としない（田中 2017: 二五二）。「信者の立場から信仰を擁護する

には、その信仰にたいして提示される異論ではその信仰が不合理・不整合であると示す

ことはできないと主張すればよい。信仰を肯定するためにはその信仰を証明する必要は

なく、むしろ異論に反駁するだけで充分なのであり、しかもそのためには異論が誤りで

ありうると示す何らかの可能性をいえば充分である。こうすれば異論は決定的でないこ

とが確定され、信仰は保たれる」（LHMP: 107=一七二）。このように、護教論とは信仰内

部からの弁明の謂いである。 

 ロールズによれば、ライプニッツの著作はこうした護教論を遂行するものとして読む

ことができる。ライプニッツ講義においては、彼の最善世界説、独自の言語哲学に根ざ

した真理論、そして理性的魂の自由論といったすこぶる難解なテーマが取り扱われるが、

それらはいずれも、護教論の形式をとっていることが指摘されている（LHMP: 114=一八

一; 122=一九一-一九二; 130=二〇二）。すなわちライプニッツは、当代の科学的知見を踏

まえてなお、彼の哲学が神に由来するものであり、かつそれが少なくとも信じるに値す

ることを弁明したのである15。 

 これらの内実を詳しく検討することはできないが、この護教論という論法は、〈神学‐

 
われる（Strauss 1953: 163-164=二二三-二二五）。このことからすると、以下でみるカントの擁護論の目

的のひとつは、人間理性に然るべき範囲を恢復させることにあったともいえるだろう。なお、ライプニ

ッツの自然法（普遍法学）と彼の政治思想との関連については、Riley 1996。 
15 ライプニッツによる神の必然性とこの世界の秩序との関係性の説明につき、Perkins 2007: 25-41=五二
-七九。 
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政治問題〉にたいする第二の立場として類型化することが可能だと思われる。その哲学

は究極的には宗教に与するが、世俗世界の理を必要以上に否定することはなく、それら

の両立可能性を基本的には肯定するのである。すなわちそれは、宗教の内側から学知を

取り込もうとする試みだといえる。こうして、ライプニッツの護教論は、その視線にお

いて、ヒュームの自然信仰主義とは対照的な立場をなす。しかし、両者は互いに自らの

正しさを確信しつつも、相手を全面的に論駁しようとはしないだろう。 

 さて、本項冒頭の引用に立ち戻れば、そこではライプニッツとカントの類似性が指摘

されていた。だがもちろん、カントはここでいう意味での保守主義者ではない。では、

彼はどのようにして科学と信仰を両立させようと試みているのか。次はこのことにつき

論じたい。 

 

３  カント：理性的信仰の哲学者――擁護論  

 啓蒙の哲学者カントは、一見したところ宗教とは距離があるように思われるかもしれ

ない。しかし、ロールズはそうした解釈をとらない。「注意深く見れば、道徳法則ならび

にそれに基づいた私たちの行動にカントが与える意義には、あきらかに宗教的な側面が

あること、またカントのテクストは折に触れて献身の性格（devotional character）をもつ

ことが結論される」（LHMP: 160=二四一）。宗教そのものではないとしても、宗教的なる

ものへの関心はカント哲学においても重要な位置を占めるのではないか。カント講義は

このような想定に立って書かれたものである。 

 さて、ライプニッツと同じく、カントもまた独自の仕方で科学と信仰の和解可能性を

示そうと試みている。このとき、ライプニッツの護教論が信仰の立場からそうするのに

たいして、カントは科学、より限定していえば理性の立場を基軸とする。ロールズはこ

れを、カントの擁護論（defense）とよぶ16。 

 

「カントは哲学を擁護論とみなすが、それはライプニッツによる伝統的な意味での

 
16 以下の論述には、一部、以前に書いたものと重複する論旨があることをお断りしておきたい（田中 
2017: 三一一-三一七）。 
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護教論としてではなく、理性にたいする私たちの信仰の擁護、ならびにこれを支持

する理性的信仰（reasonable faith）の擁護としてである。私たちは自由が可能である

ことについての理論的証明を与えることができないとしても、〔その逆の〕自由が不

可能であるといった証明など存在しないと想定できるならば、それで充分なのだ。

このとき、理性の事実はこの自由の想定を許容するだろう」（LHMP: 324=四六七）。 

 

 このように、カントの擁護論は、①理性的信仰、②自由が可能であることの想定とい

う二つの重要な特徴をもっている。以下では、その内実につき順に論じていきたい。 

 まず、この理性的信仰とは、理性信仰（Vernunftglaube）と対比的な考えだとされる。

ここで関連するのは、カントの道徳法則の対象たる理念とは何かという問題である。道

徳法則はたんなる当為命題に尽きるものではなく、理想的には幸福と一致せねばならな

い（正と善の合致）。だが、もちろん現実では、正義に適うことが同時に幸福であること

が完全に実現することはない。にもかかわらず、私たちが道徳的に自由な存在者であり

うるためには、アプリオリな対象として与えられる何らかの理念が要請されることにな

る。ロールズによれば、この理念には、『基礎づけ』ならびに政治的論考における〈諸目

的の国〉と、三つの『批判』における〈最高善〉という二つのものが存在し、さらに両

者はその意義を異にする。「これら二つの場合におけるカントの見解の性質と説得力の

強さとは際立って異なるものだと私は考えるので、それらに別の名前をつけようと思う。

すなわち、私たちが〈諸目的の国〉を目指して働くのを支える信念を理性的信仰とよび、

〈最高善〉を目指して努力するのを支える信念を理性信仰とよぼう」（LHMP: 315=四四

八）。 

 このうち、〈最高善〉と結びつく理性信仰は、神の存在や人間の不死を要請するがゆえ

に退けられる。これはむしろ、宗教へと直接に接近するため、ライプニッツ的な護教論

に親和的だとすらいえるだろう（田中 2017: 三三三、注二七）。たいして、〈諸目的の国〉

と結びつく理性的信仰は、より積極的なヴィジョンを示すものとして肯定される17。そ

 
17 カント講義のテーマのひとつは、主に『基礎づけ』に依りつつ、〈諸目的の国〉がどのような社会

像として示されうるかを論じるものである。これについては、田中 2017: 六七-七九。 
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れは、彼岸的な世界観を参照せずとも、ありのままの人間（men as they are）と正義に適っ

た社会とが親和的であることの論証を試みるものだ。「私たちが理性的信仰への信念を

肯定するのは、私たちの道徳的感受性と、道徳法則への献身と、実践理性のニーズへの

応答とに由来する。カントの教説とは理性的信仰の擁護であり、より一般的にいえば、

彼が人間性の根本的利害関心とみなすものの擁護にほかならない」（LHMP: 325=四六八）。

「カントはまた、自然法則と道徳的自由とが両立不可能とはならないように捉える方法

を見出そうと欲したのである」（Rawls 2005: 101）。 

 つづいて、自由の可能性の想定は、第八カント講義「自由の法則としての道徳法則」

にて詳しく論じられている。ここでのテーマは、いわゆる決定論的世界観にたいする反

駁、すなわち理性の自発性・人間の自由の擁護である。具体的には、ライプニッツの自

由論へのカントの反論が取り上げられている（LHMP: 277-280=四〇一-四〇五）。煎じ詰

めていえば、予定説に立つライプニッツは決定論と自由意志が（前者が基底をなすかた

ちで）共存すると考える両立論者（a compatibilist）であり、彼の説く自由な精神の自発

性なるものは神によって担保されている。 

 だが、カントにいわせれば、これは自動機械の自由以上のものではない。自由は偶然

性や決定の欠如とは異なったもの、より積極的なものでなければならないのだ18。ここ

でロールズは、こうしたカントの反論を、純粋実践理性の絶対的自発性（absolute 

spontaneity）の観点から考察している。「絶対的自発性とは、予定説を退けるものであり

ながらそれ固有の内的で充分な根拠を有するものでもある」（LHMP: 280=四〇五）。そし

てこの観念は、自由の理念の下での行為、実践的自由、そして超越論的自由（transcendental 

freedom）という、カントの用いる自由に関する三つの観念と固く結びついているとされ

る（LHMP: 285=四一二）。 

 
18 現代哲学においてはこのように両立論を退けようとする立場は少数派だとされる。このことに関し

て、G. A. コーエンは、オックスフォードでロールズと昼食をとった際の興味深いエピソードを記して

いる。「私たちはカントと自由意志について会話を交わしたのだが、私にとって嬉しかったのは、ロー
ルズが〈仮にわれわれの選択が実のところ因果的に決定されているのだとしたら、その場合、人びとの

道徳的真価（moral worth）についてのわれわれの通例的な判断の多くは意味をなさなくなってしまうだ

ろう〉という信念を表明した（と私には思われた）ことだ。両立論のコンセンサスという支配的な潮流
に抗って、同様のことを三〇年ほど思いつづけてきた身としては、ジャック・ロールズが同じ少数派の

側に立っていることは何とも愉快であった」（Cohen 2008: 14）。 
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 ここでは、ロールズのカント解釈の特徴が最も明らかな超越論的自由の観念に話を限

定したい。これが意味するのは、私たちが下す決定が理性にとって外的な自然的原因に

由来するものでないこと、ならびにこのことを私たちが固く信じていることである。「こ

の信念のさらなる要素は、純粋実践理性によって形成されるものとしての私たちの決定

は、現象の新たな系列を、すなわち自然の秩序における新たなはじまり（a new beginning）

を、創出するのだという強固な確信である」（LHMP: 288=四一五）。 

 この超越論的自由に関する箇所は、おそらく『講義』において最も凝集度の高い部分

である。参照されている文献からして、カント講義はいわゆる政治的リベラリズムへの

発展期（80年代半ば）以降にも書き継がれたものだが19、一般に哲学的教説から距離を

とったといわれる後期ロールズが、かかる強度をもった解釈を継続しているのは注目に

値しよう。この自由への信念の擁護は、包括的教説と踵を接する、カント哲学の宗教的

側面を示すものにほかならない（田中 2017: 二五-二六、五八-五九）。 

 

「カントは、超越（論）的自由（transcendent(al) freedom）についての信念を、私たち

が全生涯にわたって（over the course of a complete life）道徳法則へ献身（devotion）す

るのを支えるために必須だとみなしている。この信念は私たちの道徳的性向に依拠

していると同時に、この性向を維持するために必要ともされる。擁護論としての哲

学の役割のひとつ、そしてまたそれが支える理性的信仰の役割のひとつは、この献

身と、私たち自身をこの献身のもとで自由とみなす確信を強めることなのである」

（LHMP: 289=四一七）  

 

 このようにして、カントの擁護論は、伝統的な意味での宗教から一面で距離をおきつ

つも、献身というきわめて宗教的なエートスを自説の中核に取り入れる。自由にたいす

る人間の能動性、ならびにそれを下支えするものとしての理性の観念への強固な信念。

これらへの擁護論は、理性批判というかたちをとった、〈神学‐政治問題〉への新たな解

 
19 実際、カント講義の圧縮版とでもいうべき論文 “Themes in Kant's Moral Philosophy” を、ロールズ

は89年に公刊している。Rawls 1999b: 497-528。 
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答なのである20。「もちろん、多くの人は、世界それ自体の構造に型どられた統一性を、

すなわち理性が発見すべきものとして〔=理性に先立って〕すでに与えられた統一性を、

希求してきたのだろう。だが、それはカントが与える種類の統一性ではない。述べてき

たように、彼がその同時代にいたるまでの哲学と神学との伝統に訣別するのは、まさに

この点においてなのである」（LHMP: 324=四六七）。いわばそれは、理性による宗教の昇

華にほかならない21。 

 

4  ヘーゲル：〈精神〉の視点に立つ哲学者――歴史的目的論   

 全十講からなるカント講義を引き継ぐのは二つのヘーゲル講義であり、これをもって

『講義』は締めくくられる。このことからも分かるように、ヘーゲル講義はカント講義

への補遺としての性格をもつ。実際、ロールズによれば、両者は〈自由のリベラリズム〉

という政体の理念を共有している。その目的は、統治者による臣民の幸福の教導ではな

く、法の相互承認を通じた市民各人の自由の体系の確立にこそ求められる（田中 2017: 

一八七-一九〇）。 

 だが、その政治的構想において重なり合いをみせるとしても、両者の理由づけならび

にその根底をなす哲学は大いに異なる。カントの哲学が非歴史的なものであるのにたい

して、ヘーゲルの哲学は歴史的なものである。ロールズもまた、この周知の論点に着目

する。「注目したいのは、ヘーゲルの考えでは、自由の概念はいったいいかにして歴史上

のある特定の時点で政治的・社会的制度を通じて実世界においてほんとうに実現された

のか、という点である。自由概念の理解の点で、ヘーゲルはカントによる超越論的自由

の説明を拒絶し、そのうえカントによる倫理学の理解と道徳哲学の役割についての理解

の双方を拒む。以下にみていくように、道徳哲学が伝統的に抱いてきた大望は、その多

くがヘーゲルの理解する意味での政治哲学の大望のうちへと持ちこまれるはずのものな

 
20 カントのいう自律や善意志の観念が、当時の文脈における宗教的な問題関心に基づき錬成されてい
ったことにつき、Schneewind 1998; 田中 2017: 八三-八四、注一二。なお、シュナイウィンドとロール

ズの著作には相互参照が認められ、とくに道徳哲学（史）の分野において、両者は互恵的な影響関係に

あったと考えられる。 
21 もちろんこれは、宗教を否定するものではない。カントの理性批判は科学が妥当しうる領域を確定

し、その越権を戒めるものでもあった（LHMP: 15=四二）。 
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のである」（LHMP 330=四七四-四七五）。 

 ここで、歴史性の有無をめぐる両者の違いが、政治哲学と道徳哲学との違いに敷衍さ

れていることは興味深い。カントによる超越論的自由の擁護が徹底した抽象化において

なされていたのにたいし、ヘーゲルはむしろ現に存在する近代国家へと目を向け、その

理性的な側面を把握し、政治的・社会的制度がいまや人びとの自由を構成するに至って

いることを開示する。「政治哲学の務めは市民がこのことを理解する一助をなすことで

ある。その視線は、この世界の彼方のあるべき世界へと向けられる（ヘーゲルの考えで

はカントの哲学はそうしていたのだが）ではなく、市民の自由がそこで現実化される眼

前の世界へと向けられるのである」（LHMP: 332=四七七）。 

 現実的なものと理性的なものとの和解（reconciliation; Versöhnung）。ヘーゲル哲学の中

心のひとつたるこの考えからすれば、自由の理念の擁護を純粋な理論的反省によって導

く試みは、ともすれば現実から切り離された理想の固定化を招いてしまう。むしろ重要

なのは、歴史の観点を導入し、自由の理念につき、理論的反省と社会制度との間に解釈

学的循環を意識的に設定することなのである。これは基本的に（とくに後期の）ロール

ズがとる考えでもある。 

 このようにヘーゲル講義においては、歴史性が大きなテーマとなっている。では、こ

のことは哲学と宗教との関係性という論点といかに関連するのだろうか。たちまち目に

とまるのは、近代国家が教会と分離されることによってのみその真の力を発揮しうるも

のとなりえた所以を説く、研究史上でも著名な『法の哲学』第二七〇節注解に触れた箇

所である（LHMP: 346-348=四九九-五〇一）。だが、哲学と宗教との分離の指摘自体はき

わめて重要だとしても、そこでの論述はたんなる解説を超えるものではない。 

 これにたいして、踏み込んだ議論がなされていると思われるのが、まさしくヘーゲル

講義の――そして『講義』全体の――掉尾を飾る、〈精神〉（Geist）の視点についての箇

所だと思われる（LHMP: 369-371=五二九-五三三）。これは、人類の視点と神の視点とを

媒介し和解させる第三の視点であり、まさしく歴史の進展のうちにその姿を現わすもの

である。そしてこの〈精神〉の観念の背景には、ヘーゲルの宗教的関心が横たわってい

るとされる。 
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「それにしても〈精神〉の視点とは何か。それは、キリスト教における、世界から

分かたれ超越する神の視点のことではない。というのも、ヘーゲルはルター主義者

だと自認しているが、彼の哲学的神学（philosophical theology）の要点は、神とは根

源的な他者であるという考えを拒絶することにあるからだ。むしろ、〈精神〉の自己

意識とは、時間を超えた人類の集合的な自己意識、すなわち、文化――とりわけ、

芸術・宗教・哲学――のなかの人間的生の千差万別な形態に表出された自己意識に

ほかならない。さて、人間の自己意識の最高形態は、哲学においては、この自己意

識が絶対知の実現に達するときに生ずる。つまり〈精神〉の視点とは、その発展の

最高・最終の段階において哲学が到達した絶対知の視点のことでなければならない」

（LHMP: 370=五三一）。 

 

 よって、ヘーゲルにおける最高善（the highest good）の考えがあるとすれば、それは〈精

神〉の視点からのみ充分な意味をなすことになる。個人や民族レベルでの善は、もちろ

ん善いものではあるが、最高善ではない。「つまり、それが存在せんがために世界は時間

と空間を超えて広がっているのだと私たちが考えるような、またそれのおかげで世界が

自分自身にたいして徹頭徹尾に理解可能（intelligible）なものとなるような、最高善では

ない」（LHMP: 371＝五三一）。これは、ヘーゲル哲学における目的＝終局だといえるだ

ろう22。 

 この点に関して、ロールズは次のような難解かつ興味深い解釈をあたえている。 

 

「最終かつ最高段階において振り返ったときに、歴史の全行程（the whole course of 

history）を善だと理解するような〈精神〉の視点において表明されているのは、どの

 
22 このことは、カントの理性的信仰においては、〈諸目的の国〉がこの此岸の世界にて実現した状態
に相当する。「最後に、完全な善（the complete good）に関するカント的構想が存在する。これは、

〈諸目的の国〉が実現し、成員各々が善意志をもち、（人間の生の条件が許容するかぎりにおいて）幸

福を達成したときに獲得される善である。……〈諸目的の国〉はこの意味において自然本性的な善であ
って、自然本性の秩序（order of nature）のなかで（けっして充全に達成されないとしても）努力の対象

となることが理に適っているものなのである」（LHMP: 225=三二九）。 
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ような哲学的見解であろうか。私が思うに、これにたいしてありうる唯一の回答は、

〈精神〉は歴史の全行程をいわば与えられたひとつの事実として善なのだと理解す

る、というものである。しかし、本当はこれはヘーゲルによる回答ではありえない

だろう、と私は考える。というのも、彼は、自らの観念論の基本的テーゼとして、

この世界は徹頭徹尾完全に理解可能〔＝知性によって理解可能〕だという見解にコ

ミットしているからである。ゆえに、〈精神〉が世界を善とみなすとき、〈精神〉は

理性に基づいてそうするのである」（LHMP: 371=五三二） 

 

 では、この理性とは何か。ここでロールズは、この議論がアリストテレスな最高善の

観念と親和性をもつことを指摘している23。というのも、ここでいわれる〈精神〉とは、

時間性と自己充足性をともに有し、歴史全体を通じてその潜勢態を現実態として表出す

るものだからである。このプロセスが終わりを迎えたとき、〈精神〉はまさに最高善を達

成している。真と善、あるいは正と善は、ついに完全に調和しているのである。 

 以上の議論をまとめておきたい。ヘーゲルによる〈神学‐政治問題〉へのスタンスは、

基本的には哲学（理性）による神学の昇華というカントのそれに近いが、時間性の導入

という点で大きく異なる。〈精神〉の視点はかかる歴史性の終点に位置するため、その絶

対知（最高善）からの眺めは必然的に回顧的な（retrospective）ものとなる。それは、こ

の最終的な観点から、宗教を含む世界のあらゆる事柄を意味づける。別の角度からいえ

ば、歴史とは〈精神〉が顕現するプロセスに他ならない。またそれは、一面でアリスト

テレスの考えへと接近するものであった。こうしたヘーゲルの〈神学‐政治問題〉への

立場は、伝統的な意味での目的論（teleology）を歴史化したものであり、歴史的目的論と

よぶことができるだろう24。 

 
23 ヘーゲルのカント批判は、正（≒道徳性）にたいする善（≒人倫）の優先性を説くものであり、こ

れはそのかぎりでギリシアの古典道徳哲学への部分的な回帰ともいえるだろう。なお、『講義』はシジ

ウィックに倣って古典道徳哲学と近代道徳哲学を区別することから始められている（LHMP: 1-3=二五-
二八）。 
24 断っておけば、目的論というタームは、今日の倫理学や政治理論では多様な分脈で用いられてい

る。また、世界が実現されるべき秩序としての所与の目的をもっているという意味でなら、ライプニッ
ツの主張もこれに該当するだろう。それゆえ、本来ならばさらなる分節化が必要かもしれないが、本稿

では、さしあたりこのタームを「歴史的目的論」と限定する以上には踏みこまない。 
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三   ロールズの〈神学‐政治問題〉――神義論と正義論   

 以上の議論をまとめておきたい。しばしばロールズは宗教的なものを軽視していると

批判されるが、『講義』をつぶさにみれば、彼は哲学と宗教との関係性をかなり周到に考

察している。この関係性にたいする四人の哲学者のスタンスは、次のように整理できる

だろう。 

 

・ヒューム  自然信仰主義（穏当な無神論） 

・ライプニッツ  護教論（宗教内部からの学知の着用） 

・カント  擁護論（理性による宗教の昇華） 

・ヘーゲル  歴史的目的論（歴史における理性の進展） 

 

 ロールズは、これらすべてをありうべき選択肢だと考えていたように思われる。アナ

クロニズムに響くことを承知でいえば、四人の哲学者は、自己の哲学観に基づき、各々

異なった仕方で理に適った政治的構想を肯定することだろう。すなわち、彼らはみな重

なり合うコンセンサスに参画することが可能であり、その意味でこれらはすべて理に

適った包括的教説たりえると考えられる。 

 ところで、思想史家としてのロールズの資質は、自身の問題意識から出発し、過去の

思想家たちの議論への一定の沈潜を経た上で、それを自らの理論へと導き入れる解釈学

的能力にある25。だとするならば、この四類型は、翻って彼の思考の一部にもなっていっ

 
25 『道徳哲学史講義』と『政治哲学史講義』の編者緒言では、ロールズがコリングウッドの見解――
政治哲学の歴史は、同一の問いにたいする一連の答えの歴史ではなく、異なった問いにたいする一連の

答えの歴史であること――を受けとめつつ、古典的思想家たち自身が理解していたとおりに彼らの哲学

的問題を設定することに意を砕いたという論旨を含む覚書が引用されている（LHMP: xvi-xviii=一九-二
一; Rawls 2007: xii-xv=x-xiv）。これは一見すると方法論的なコンテクスト主義の採用を思わせる。だと

すれば、『講義』においてロールズ自身の見解は前面には出てこないはずだということになる。だが、

覚書の続きでは、そうした歴史的再構成はあくまでも個々の学説の説得力を増すための一手段であるこ
と、加えて『政治哲学史講義』の緒言では、それらを民主的思想の発展史として解釈するということま

でが述べられている（この方針は、『道徳哲学史講義』においても、カントとヘーゲルを〈自由のリベ

ラリズム〉の範例として捉える箇所には妥当するであろう）。実際、しばしば指摘されるように、ロー
ルズの解釈方法はむしろテクスト主義に強く接近するところがあり、しかも時として彼自身の見解が読

解に投影されもする（Frazer 2010; 小田川 2013）。ロールズは、『正義論』において、自らのカント解
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たはずである。では、哲学と宗教との関係性という意味での〈神学‐政治問題〉にたい

する、ロールズ自身のスタンスはどのようなものであったのだろうか。 

 おそらく彼は、このなかでもカント的な擁護論とヘーゲル的な歴史的目的論に、深い

シンパシーを寄せていた。より特定していえば、『正義論』や論文「道徳理論におけるカ

ント的構成主義26」においては前者が、『政治的リベラリズム』以降の論考では後者が、

それぞれ相対的に強く意識されていると思われる。このうち、カント的な擁護論につい

てはすでにいくらか論じたことがあるので、以下ではヘーゲル的な歴史的目的論の方に

焦点を合わせたい（田中 2017: 三一一-三一六）。ロールズが、歴史性の存在を政治哲学

のひとつのメルクマールとしていたことも、この焦点化を補強するものとなるだろう。

こうした接近は、ロールズの、政治理論と区別されるものとしての政治哲学の解明に資

すると考えられる。 

 もっとも、ここで限定されたテクニカル・タームの意味にあってでさえ、歴史的目的

論をロールズに見出す試みは無理筋に思われるかもしれない。通説的な理解からすれば、

彼の政治理論は歴史ではなく分析的手法を補助線とし、目的論ではなく義務論を打ち出

すものだからである。冒頭で引用した飯島の所見もこうした理解に基づくものだといえ

よう。そして、ロールズの政治理論
．．

の解釈としては、このような理解は基本的に正統だ

と考えられる。しかし、以下では、それとは区別されるロールズの政治哲学
．．

という側面

が存在し、そこで問われていることのひとつが、ほかならぬ歴史的目的論であることを

明らかにしたい27。 

 この論点の所在を、J-W・ミュラーは鋭く剔抉してみせている（Müller 2006）。彼によ

れば、後期ロールズの論考には、いくつかの決定的な点において本質的に歴史的な論拠

 
釈が学説の忠実な再構成ではなく、自身の問題関心にひきつけたものであるという意味で、それをカン
ト的解釈（Kantian interpretation）とよんだが（Rawls 1999a:§40）、この方針は二つの『講義』での哲学

者たちの解釈にも基本的にあてはまると思われる。なお、政治思想史方法論をめぐる最新の学説史の整

理と今後の課題の提示、ならびにコリングウッドの見解が必ずしも単純な歴史的再構成に限定されない

ことについては、犬塚 2019。 
26 “Kantian Constructivism in Moral Theory,″in Rawls 1999b: 303-358。この論考は70年代半ばからのカ

ント講義の集大成であり、何度かの講演を経て、1980年に公刊された。 
27 もっとも、近年の研究では、いわゆる分析的政治哲学と大陸的政治哲学とをそこまで対比的に捉え
る必要はないとの見解も示されている（乙部 2017）。私も基本的にそうした見方に賛同するが、ここ

では作業上の仮説のために、あえてロールズの非分析的な側面に着目する。 
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（essentially historical arguments）が認められる。具体的には、次のような点である。①宗

教改革の余波から多元主義の事実が生じたという肯定的な系譜学的叙述28。②公共的政

治文化の蓄積を歴史的な道徳的学習（moral learning）のプロセスの一環として捉える視

座29。③歴史の相の下から実現可能な政治社会を押し広げて捉え、それによって私たち

と現実の社会的条件とを和解させる現実主義的ユートピア（realistic utopia）の観念30。政

治哲学と歴史（主義）との関係性は一大争点であるが、ミュラーによれば、これらの点

において、ロールズは歴史的論拠を用いて政治的リベラリズムを補強しえている。 

 以上のことは三つの重要な含意をもつ。第一に、想定される市民は「歴史的」な存在

でもあることになる。「その著作において、ロールズは私たちに、市民を立法者もしくは

裁判官だと考えるようしばしば促している。ただし、私が示そうとしてきたように、重

要な意味において、市民は（少なくともアマチュアの）歴史家（historians）かつリベラル

な記憶の担い手でもなければならない」（Müller 2006: 336）。理に適った多元主義の事実

 
28 ミュラーはこうしたロールズの歴史叙述を、ニーチェ的な曝露（Nietzschean debunking）やローティ

流の物語製作とは異なったものであることを示唆している（Müller 2006: 333）。たしかに、『講義』と

『政治的リベラリズム』の序論において語られるリベラリズムの系譜学は簡潔にすぎ、歴史的事実に照
らしてその欠陥を批判することも、一層魅力的な物語を仕立てあげることも、ともに容易だと思われる

（LHMP: 3-11=二八-三七; Rawls 2005: xxi-xxx）。よって、たとえばベイナーは、この系譜学を「非常に

問題含み」だとしている（Beiner 2011: 285）。単純な歴史叙述として読むならば、ロールズの物語がナ
イーブであることは否定しがたい。しかし、私の考えでは、ここでロールズが行っている叙述は、晩年

のB・ウィリアムズが関心を寄せていた、弁証の系譜学（vindicatory genealogy）――現在の私たちが有

することになった価値観の偶然性を明らかにしつつも、そうした価値にたいするアタッチメントを弱体
化させるのではなくむしろ補強する試み――の一例として解釈した方が有益だと思われる（Williams 
2002）。いわばそれは、反省的均衡を経たひとつの物語なのである（この点で、ニーチェを範例とする

ウィリアムズとの隔たりは否定しがたいにせよ）。暫定協定から重なり合うコンセンサスに至る仮説的
成立史についても、同様のことがいえるだろう（Rawls 2005: 158-168; 田中 2017: 一〇九）。次注も参

照のこと。 
29 この「道徳的学習」というタームならびに分析枠組は、おそらく J・ハーバーマスから借用したもの

だと思われる。詳述されてはいないが、ミュラーもこの論点にかんするロールズとハーバーマスの親近
性を指摘している（Müller 2006: 339）。蓄積された公共的政治文化は、時に危機や異議にさらされうる

にせよ、復元力を保ちつつさらなる発展を遂げていくことが可能である。このことにも関連するが、近

年のハーバーマスがカントの理念的な歴史記述から影響を受けているという指摘は興味深い。金慧によ
れば、両者の歴史の描き方は、理念的な目的を設定し、そこに向かう実現可能な行程を描くという実践

的関心によって導かれている。さらに、「この二人の目的論的な歴史記述は、その目的の実現可能性を

示すだけでなく、歴史記述そのものによって実現可能性を促進することを意図しているのである」（金 
2017: 二〇八）。これはまさにロールズにも当てはまると思われる。 
30 現実主義的ユートピアの観念につき、田中 2017 : 二七八-二八七。 
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をはじめとする政治的リベラリズムの前提は、道徳哲学のみによって構築・維持される

ものではないからである。 

 第二に、ロールズの考える人間本性は永遠不易なものではなく、歴史をつうじて変化

しうるものだということになる。「より重要なことに――もっともロールズはこれをむ

しろ遠回しな仕方でのみ論じたのが――、しばしば歴史的な論拠は、他の政治思想の体

系においては「人間本性」の議論として現れるものの場所を占めている」（Müller 2006: 

337）。その意味で、歴史性をもつものとしての人間本性が擁護されているのである31。い

わゆる「人間の条件」はロールズ理論においても存在する。 

 第三に、ロールズは、歴史自体を一定の方向性をもつものとして考えている。とくに

これは、理に適った多元主義の事実という想定に明らかだろう。すなわちそれは、たん

なるアクシデントではなく理性的な是認に値するものとして、そして一定程度はすでに

現実的に実現されたものとして捉えられている。「最後に、最重要な点として、ロールズ

の歴史的主張は歴史における実践理性の作動（the workings of practical reason in history）に

ついての議論でもある。……政治的リベラリズムは、「リアリズム」にたいする端的に保

守的な譲歩ではなく、むしろ現実的なものと理想的なものとの深遠なヘーゲル的な和解

としてその姿を現わすのだ」（Müller 2006: 338）。 

 ミュラーの所見に照らすならば、ロールズ思想（とくに後期）のうちに本稿の意味で

の歴史的目的論を看取することは充分可能だと考えられる。ただし、見方によれば、以

上の見解は穏当なものにとどまっており、ある思想家の思考様式を画す特徴としては弱

いと感じられるかもしれない。そこで以下では、上述の最重要の論点、すなわち「歴史

における理性の展開」を敷衍し、ひとつの踏み込んだロールズ解釈を提示したい。 

 
31 この人間本性の肯定という主張は、カントの擁護論にも強く認められる。注記しておけば、ロール
ズがカント哲学の無時間性を強調するのは、人間の絶対的自発性という意味での自由の擁護の文脈にほ

ぼ限定されている。その他の多くの論点につき、ロールズは、現象界と叡智界の二元性を強調せず、む

しろ経験的世界の枠組内での理念の現実化に注目するカント的解釈を早くから採用している（Rawls 
1999a: §40）。その意味で、自由の理念をめぐる論点を別とすれば、ロールズのカント解釈とヘーゲ

ル解釈、あるいは擁護論と歴史的目的論は比較的折り合いがよい。ただし、『正義論』の原初状態論に

は、依然としてそれを徹底的に非歴史的な本性の表象を志向するものとして深読みする余地もあると思
われるが、本稿では立ち入らない。なお、『正義論』の形成過程において、独自の人間本性論が重要な

役割を果たしたことについては、Gališanka 2019: 179-182。 
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 ここであらためて注目したいのが、先述したヘーゲル的な〈精神〉の観点についての

所見である。歴史における理性という文脈から眺めるとき、いまやそれはまことに意味

深長に響く。重要な箇所であるため、ふたたび引用しておきたい。 

 

「最終かつ最高段階において振り返ったときに、歴史の全行程を善だと理解するよ

うな〈精神〉の視点において表明されているのは、どのような哲学的見解であろう

か。私が思うに、これに
．．．．．．．．．

たい
．．

してありうる唯一の回答は、〈精神〉は歴史の全行程を
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

いわば与えられたひとつの事実として善なのだと理解する、というものである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。し

かし、本当はこれはヘーゲルによる回答ではありえないだろう、と私は考える」

（LHMP: 371=五三二 傍点は引用者） 

 

 ヘーゲルによる回答ではありえないとすれば、一体それは誰の回答なのか。私はここ

で、これがロールズによる回答でもあったのではないか、という解釈を提示したい32。世

界全体が善である（善でなければならない）というテーゼはきわめて宗教的な響きをも

つが、とくにそれは、神義論（theodicy）と深い関わり合いをもつ。そして若き日に信仰

をもっていたロールズは、その道から離れて幾年を経てなお、時に自身の理論的営為を

この言葉になぞらえた33。 
 

32 もちろん、上記の引用はあくまでヘーゲルによる解釈についてロールズがあたえた論評であり、そ

こに彼自身の主張を読み込むというのは一種の深読みではある。だが、ここはまさしく、注25で述べ

たような、彼自身の見解が重ね合わせられた箇所として解釈しうる余地があると私は考える。なお、ロ
ールズは、ヘーゲルの和解の観念が、社会制度を世代を越えて発展するものとして捉える視点を提供し

うることを、政治哲学の四つの役割のひとつとして高く評価している（Rawls 2007: 10=一七）。 
33 ロールズの正義論の基底に神義論と同型の問題意識が看取できること、また彼が実際に神義論とい
う言葉を用いていることにつき、田中 2017: 二二-三二。また、一九九三年の夏、T・ポッゲはロールズ

に長時間のインタビューを行ない、それを元にした伝記的叙述を著しているが（Pogge 2007: 3-27）、こ

の録音テープをポッゲは保存しており、P. M. ボクはそれを利用して、以下のようなロールズの宗教的
側面に触れる興味深い論述をしている。「同じインタビューのなかで、ロールズは自身の作品が宗教的

な様相をおびていると特徴づけている。「思うに全体としてみれば私の問いかけはこうでした……社会

がそれ自身を社会として救う（redeem）ために、現実の社会制度はいかなるものであるべきなのか。こ
れは宗教的問いに準ずるものだと思います。いや、実に宗教的問いなのでしょう（indeed it is a religious 
question）」。ロールズはさらに思いを巡らせる。もし仮にそうした贖いの可能性が存在しないとした

ら、人は自然本性や社会を「善きもの」とみなすことはできない。ゆえにまた、彼のプロジェクトは無
意味なものとなってしまう。しかしロールズは、〈人間本性の性質からすれば、人びとがともかくも品

位ある生を営みうるように諸制度をデザインする方策は存在する〉という、（自分がルソーと共有した



田中 将人：ロールズにおける〈神学‐政治問題〉？                           『政治哲学』第 27 号 

 

50 
 
 

  『政治的リベラリズム』ペーパーバック版のイントロダクションの終わりに位置する

以下の叙述は、その消息をもっともよく物語るものである。そこでロールズは、まず、

仮に正義に適った社会が成立可能でなく、人類が総じて没道徳的であるとしたら、カン

トとともに〈人類はこの地上に生き続けるに値するのか〉と問うことができるだろうと

述べる（Rawls 2005: lx）。その上で、草稿段階では次のように文章を続けていた34。 

 

「こうした考えは神義論の問いと関連していないわけではない問い（a question not 

unrelated to the question of theodicy）を即座に導く。〈神はお造りになったすべてのも

のを御覧になった。見よ、それは、はなはだ善かった〉（『創世記』1:31）。もしそれ

が善いものであるとすれば、理に適った正しい社会が実現可能でなければならない。

そして、それが実現可能であるべきとするならば、人間は道徳的本性をもたねばな

らない」（Weithman 2010: 368） 

  

 ここに示されているのは、紛れもなく、世界全体を善として捉えようとする視線であ

る。さらにいえば、歴史性への依拠を深めた後期ロールズにおいては、この善性の肯定

は時間を経て・時代を越えて成就されるべきものとして把握される。これはまさしく、

歴史における理性の展開のひとつの解釈――理に適った多元主義に基づく正しい社会の

実現――にほかならない。こうした歴史的目的論は宗教にたいする哲学的反省がとりう

る学知の一類型であり、ロールズの政治哲学はそうした伝統の系譜にも属するものなの

である35。 

 
と考えた）観念にこだわりつづけた。こうした事柄が可能だとみなすことは、——ロールズはこう想定す

る——仮にそれが実際にはけっして生じない場合でさえ世界にたいする見解を変形させるのだ、と」（Bok 
2017: 182）。 
34 公刊された版では、この神義論への言及は削られている。この点につき詳しくは、田中 2017: 二三-
二四。 
35 興味深いことに、近年のヘーゲル研究では、未公刊の一八三〇年度「歴史哲学講義」において、ヘ
ーゲルが世界史における自由の概念の実現を「神義論」とよんで講義を締めくくったことが明らかにさ

れている（権左 2013: 一七六-一七七）。また、近年のカント研究においても、彼の市民社会論には政

治的公共体と倫理的公共体の形成という二重の構想が認められること、さらにそれが神義論的な問題関
心に根差すことが、同じく明らかにされている（斎藤 2019: 一〇二-一〇八、一四〇-一四四）。もちろ

ん、ロールズの用いる神義論は両者のそれと違うとしても、そうした問題関心の一部と重なり合うもの
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四   結語――ふたたびロールズの政治哲学について 

 『講義』のなかに、狭義の道徳哲学や政治理論には限定されない、宗教と哲学との関

係性についての考察が含まれていることは、以上から明らかになったと思われる。 

 飯島の問題提起に戻るならば、彼は「人間の最高の可能性、 憧 憬
アスピレーション

、そしてそれが

格闘した問題の人間的深さと堅固さ」を政治哲学の基準として設定し、それに照らして

ロールズの政治哲学に疑念を呈していた。また彼は、そのスピノザ論において、同様の

観点からリベラル・デモクラシーへの警句を発している。 

 

「それにもかかわらず、リベラル・デモクラシーの一見明らかに思われる勝利に忍

び込んでくる自己満足と、人間の最高の可能性の狭隘化ないし縮減化を克服するた

めには、永遠にたいする、すなわち、ある社会の卓越性ないし完成を判断するため

の堅固な基準あるいは尺度にたいする、スピノザ的な憧憬をわれわれは必死に追求

しなければならないであろう。そのような永遠にたいする渇望なくしては、リベラ

ル・デモクラシーは、まさにその基盤の脆弱さゆえに、その見かけの繁栄にもかか

わらず、その健康と生命力とをその内面から喪失していくであろう。この思想を心

にとどめながら、おそらく、卓越性への憧憬への哲学的な道案内を手にいれるため

に、われわれは『エティカ』へとつねに回帰していかなればならないであろう。と

いうのも、その書物はリベラル・デモクラシーがかつてそこから出現してきた源泉

の一つであったが、その源泉は稀有なものであり、しかも忘却されつつあるからで

ある36」（飯島 1995a: 二六八-二六九）  

 

 飯島によれば、卓越性への憧憬なき政治哲学はその名に値しない。たしかにそれをも

つ政治哲学は稀有であるとともに困難である。とりわけ今日においてはそうなのだろう。

 
とはいえるだろう。 
36 この引用部では「憧憬」に「アスピレーション」というルビは振られていないが、おそらく飯島は

以前と同様、aspiration という用語を想定していたと思われる。これはまた、彼の政治哲学における鍵
用語だったといってよいだろう。なお、このリベラル・デモクラシーへの警告には、「歴史の終わり」

（F・フクヤマ）にたいする批判が含意されていると思われるが、この点については注37で述べる。 
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だが、こうした問いかけにたいして私はこう応答したい。ロールズ理論はカントの擁護

論やヘーゲルの歴史的目的論を一面で引き継ごうとするものであり、それはまさに、あ

る種の卓越性への憧憬をもつと考えられる。少なくともそれは、世界の善性の肯定とい

う深甚な問題に取り組み、狭義のテクニカルな議論には還元されないヴィジョンを提示

しようとする試みである。ロールズによるリベラル・デモクラシーの擁護はまさしくそ

うした一面を有するものであった（田中 2017: 三二一-三二九）。それゆえ、彼の著作は

政治理論のみならず政治哲学の作品としても読まれなければならない。 

 このロールズの政治哲学を、冒頭で示した〈神学‐政治問題〉にまつわる三つの側面

に照らすなら、それぞれ次のように述べることができる。まず、①〈特定の政治的理念

が理想的な社会をつくりあげることは困難だという認識〉については、はっきりとこれ

を退け、『講義』では〈自由のリベラリズム〉の理念が謳われ、他の著作ではリベラル・

デモクラシーの擁護論が打ち出されている37。次に、②〈哲学と政治との緊張関係、なら

びに両者のありうべき関係性の要請〉については、みてきたように多様な見解が示され

ており、『講義』の主題のひとつであるとすらいえる。とくに本稿では、カント的な理性

的信仰とヘーゲル的な歴史的目的論へのシンパシーを指摘した38。最後に、③〈理性と啓

示の拮抗関係の継続〉はもっとも評価が難しい論点である。ただし、ロールズの政治哲

学は「不合理ゆえにわれ信ず」という立場を肯定することはないし、理に適った市民の

立場に矛盾しないかぎりで個人の善き生の追究は認められる。この点に関しては、シュ

トラウスや飯島が考えていた意味での〈神学‐政治問題〉は存在しない、より精確にい

えば、不可知論的な（agnostic）スタンスを保っているというべきだろう39。 

 
37 ただし、このことは単純な「歴史の終わり」の是認を意味しない。もちろんロールズはリベラル・

デモクラシーが一般化した時代の到来を否定しないだろうが、他方で彼はワイマール体制の崩壊にも繰
り返し言及しており、このレジームが自明ではないこと、一定の条件（とりわけ正義感覚の再帰的な陶

冶）が満たされるかぎりで存続可能であることを強く意識しているからである（齋藤 2018: 一九五-一
九六; 田中 2017: 一三）。また、彼の見解は、ワイマール体制の崩壊がリベラリズムの必然的帰結では

なくその逸脱例であるとの含意をもつが、このことは、論点①にたいする間接的なリプライをなすもの
としても解釈可能であろう。 
38 哲学と政治とは一定の緊張関係にあるが両者は断絶するものではないこと、また哲学者が市民にた

いして一方的に優位に立つべきではないという見解については、Rawls 2005: 45-46, 426-427。 
39 理性と啓示というテーマについて成熟期のロールズは詳述していないが、ある箇所で、アウグステ

ィヌスとドストエフスキーを「西洋の思想における二つの暗い精神」として批判的に名指しているのは
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 しかし、総じていえば、ロールズは〈神学‐政治問題〉に関連する問いを彼なりの仕

方で意識していたと述べることは可能だと思われる。あるいは、ロールズの政治哲学に

おいて、〈神学‐政治問題〉は稀釈化されたかたちではあれ存在する。――これが本稿の

結論である。 

拙著への書評が適切に指摘しているように、この政治哲学はなるほど明るい（山岡 

2017: 一三二-一三三; 大澤 2018: 三五七）。さらに光はそれに対応する影を不可避的に

つくりだす。その意味で、ロールズの政治哲学がもたざるをえない盲点や限界の指摘が、

それ自体として重要かつ有益な試みであることはいうまでもない40。しかし他方で、こ

うした視座をつうじてのみ考察可能となる深甚な問題が存在することもまた確かだろう。

「シュトラウスによれば、古典的政治哲学が人間性の暗い側面のみならずその明るい側

面、人間の卓越性についての思考を含んでいたのにたいして、マキアヴェリは前者を強

調するあまり後者を忘れてしまったというのである」（藤原 1995: 二〇五）41。人間性の

 
興味深い（Rawls 2007: 302=五四二;  Weithman 2010: 362-363）。若き日々に信仰の道を選ぼうとしたこ
とはあったとはいえ、基本的に彼は理性の観点に立った思想家といってよい。ただし、宗教的なものへ

の一定の感覚ならびに敬意はその生涯をつうじて残ったと考えられる。後年の公共的理性論のうちに

も、ウィトゲンシュタイン的な語りえぬものへの沈黙に親和的な態度を見出すことは可能だと思われる
（田中 2017: 二五四）。 
40 K・フォレスターの近著は、様々なアーカイブス資料をも活用してこの課題に挑む野心作である。

彼女によれば、ロールズが理想的なレジームと考える〈財産所有制デモクラシー〉の歴史的淵源のひと

つは大戦後のリベラリズムが旨とした小さな政府にある。さらに彼は、五〇〜六〇年代のアメリカ市民
社会を理想化し、そうして得られた多分に理念的なコンセンサスを理論の基盤に据えた。その結果、

『正義論』は支配や権力をはじめとする政治学の伝統的カテゴリーを第二義的なものとして切り下げ、

さらには現状維持バイアスを背負いこむことになってしまう。そして、以後の規範理論は、ロールズに
賛成するものも反対するものも、その巨大な影の下で好ましからざる進展を辿ることになる。「ロール

ズ主義的な枠組は、いかなる種類の理論化が行われうるか、そしていかなる種類の政治が想像されうる

かにたいし、制約として機能するようになった」（Forrester 2019: 275）。本作は思想史のかたちをとった
イデオロギー批判の書でもある。しかしながら、フォレスターの試みは示唆的な側面を含むとしても、

本稿の視座からすれば、たとえばロールズ理論の非歴史的な性質（the nonhistorical nature）の強調などは

論争的だと思われる（Forrester 2019: 276）。また、包括的な思想家研究ではなく、『正義論』の生成史
ならびに受容史という問題設定からすれば不当ではないが、未公刊資料への多数の精力的な言及がある

一方で、『講義』は一箇所たりとも参照されていない。いずれにせよ、様々な議論をよびおこす本だと

思われる。 
41 この一文を含む一節は、山岡 2017 にてエピグラフとして引かれている。さらに山岡によれば、

「このような肯定性の精神において、ロールズとチャールズ・テイラーには類似性があるように思え

る」（山岡 2017: 一二六）。これは正しい指摘だと思われる。この論点に限定するなら、通常いわれて
いるほどには両者は隔たってはいない。もちろん付言しておけば、両者は楽観的にすぎるわけではない

し、それぞれの仕方でいわゆる〈政治〉と〈非政治〉との緊張関係に意識的であったと考えられる（高
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善性の肯定。さらにはかかる善性とこの世界との和解可能性を示すこと。おそらくこれ

らは、時代の子としての彼に課せられたミッションであった。こう問うてみてもよかろ

う。あらゆる政治哲学が卓越性へのまなざしを欠くようになった世界は、はたして人類

が生きるに値するだろうか。 

 踏みこんでいえば、ここでいう政治哲学は政治理論とも決して無関係ではない。本稿

では、ただ一点、いわゆる世代間正義にまつわる論点に敷衍しておきたい。未来世代へ

の責任を視野にいれた規範理論的考察は近年注目を集めているが、その原理的な問題の

所在は「現在主義のアポリア」に求めることができる（堤林 2016: 四一-四二、三一四-

三一八）。すなわち、伝統的なコスモロジーが廃れ、さらにデモクラシーが進展すると、

いきおい現時点での人民の同意や利益が優先されざるをえない。神に代表される端的な

超越性に依拠できないとすれば、正義へコミットすることは困難さを増す。とりわけ、

正義に適っていないがひとまず生きることは可能であるような社会において、わが身の

危険を冒してまでそれを正す切実な動機は乏しい。そこではもはや救済――永遠性にか

かわる問題――が賭けられていないからである42。未来世代への義務感は皆無でないに

せよ脆弱なものとなる。そもそも諸世代間において、〈正義の情況〉は経験的にも論理的

にも成立していない（飯島 2001: 五一）。無論、だからといって、ひたすらにあるがまま

の現在を言祝ぐとすれば――つぎつぎになりゆくいきほひ――その帰結は暗澹たるもの

となるだろう。 

このような境涯（predicament）に照らしてみたとき、カント的な理性的信仰とヘーゲ

ル的な歴史的目的論にはなおも汲むべき観点が残されているように思われる。それらは、

断片化・現今化する時間感覚や表象に対抗して、世代を超えた世界への愛（amor mundi）

をはぐくむ一助となるだろう。ロールズは、正義の成就が未来完了形の視線を要請する

ことに意識的であった（田中 2017: 二四八）。この継続性ないし持続性の感覚の涵養は、

政治という営為に不可欠な要件のひとつにほかならない。とりわけ、決断のための決断

 
田 2011: 二七三-二七八; 田中 2017: 三〇一-三〇四）。 
42 「自然法ではない正義論が提供できそうにないのは、しかし、まさにこの切実な動機である」（古田 
2018: 二一六）。 
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がもてはやされるような時分にあっては、継続的なものこそが政治的である43。 

ここで、原初状態がまさしく世代間にわたるものとしても構想されていることは注目

されてよい。「この観点〔原初状態〕は私たちが――時代をともにせず数多の世代に属し

ている人びとの間でさえ――不偏・公正な立場に立つことを可能にする。したがって、

この視座から社会における私たちの境遇を眺めることは、それを永遠の相の下に（sub 

specie arternitatis）了解する業に等しい。すなわち、人間の状況をあらゆる社会的観点の

みならず、あらゆる時間的観点からも凝視することを意味する」（Rawls 1999a: 514=七七

三-七七四）。ここに示されているヴィジョンはまさしく彼なりの憧憬を物語るものだと

いえよう。もとよりそれは様々な困難をはらむとしても、超長期的な正義実現への試み、

そしてその拠りどころとなる理念の設定は、規範理論的にも重要である44。 

 話をもどすならば、本稿の意味でのロールズの政治哲学が存在することを示せたとし

ても、そこにはさらなる問題や課題が認められる。三点を指摘して結びとしたい。 

 第一に、ロールズ自身の包括的教説と政治的構想との関係性をめぐる問題がある。よ

く知られたように、政治的リベラリズムにおいては、誰もが受容可能な理由や価値に基

づいた正当化が行われねばならず、宗教や哲学に代表される共有不可能な価値観はひと

まず脇におかれねばならない。仮に本稿の説明が妥当であるとすれば、後期ロールズは

 
43 後期ロールズについてはしばしばその保守性が指摘されるが、それはこうした感覚の一側面として
理解すべきだろう。継続性ないし持続性の感覚は、過去と現在の間のみならず、現在と未来の間におい

ても成立すべきだからである。政治的リベラリズムはリベラル・デモクラシーの成立をひとつの画期と

するが、そこであらゆる進歩が止まるとは想定しない。その意味で歴史的目的論と理性的信仰とは一対
をなすものとしてある。このことにも関連するが、ミュラーが歴史主義的なロールズにたいするありう

べき形容のひとつとして、「ポスト・へーゲリアン的カンティアン」（a post-Hegelian Kantian）をあげて

いるのは示唆的である（Müller 2006: 339）。 
44 正義に適った社会が世代を超えて継続していくことの信念がもつ固有の意義は、近年、S・シェフラ

ーが強調している（Scheffler 2014）。彼は様々な思考実験を用いて議論を進めているが、その中心をな

すのは、〈仮に今後まったく人間が誕生しなくなったとすれば、私たちが重要に思う価値の多くは失わ
れてしまうだろう〉という主張である（Scheffler 2014: 42）。たとえ今現在生きている人が寿命を全う

し、さらには残された貴重な財を蕩尽するとしても、このテーゼはなお妥当する（そうした世界にはア

パシーが蔓延せざるをえないだろうから）。彼が示そうとしているのは、現世での享受には還元されえ
ない、後世（afterlife）がもつ価値、あるいは後世が存続していくという信念が今を生きる人びとにとっ

てもつ価値である。以上の議論をふまえていえば、ロールズのいう理性的信仰が照準するのは、まさし

く人類の集合的後世の存続可能性ならびにそこでの理念の実現可能性にほかならない。関連する以下の
示唆的な考察も参照のこと。規範理論における超越性の視座の設定につき、山岡 2019: 二二-二四。未

来世代という不在のステークホルダーにつき、松尾 2019: 九二-九四。 
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依然として一種の包括的価値観を秘めていたことになる。このことは、はたして彼の提

出した政治的構想がどこまで一般性をもつのかという従来から指摘されてきた問いを、

あらためて検討する必要性を提起するものとなる。 

 第二に、ロールズの政治哲学の実質をめぐる問題がある。とりわけ、理に適っていな

いものにどう向き合うかという問いは難題である。突き詰めるならば、ロールズの政治

哲学はこの此岸の世界を肯定しようとするものであって、彼岸の世界のみを見据える人

びと、とりわけ現世の社会をもっぱら呪詛する者を救済しえないかもしれない。「ロール

ズのリベラリズムはつまるところ希望のリベラリズム（liberalism of hope）であり、恐怖

のリベラリズム（liberalism of fear）を吸収し拡張するものであった。しかし、こうした希

望のリベラリズムであってさえも、近現代の人びとはたんに幸運であったにすぎないと

考えるような非ヘーゲル主義者や非カント主義者を説得することは、おそらくないであ

ろう」（Müller 2006: 339）。こうした理に適っている／理に適っていないという線引きを

めぐる問いは、政治哲学のみならず政治理論においても最重要の課題のひとつであり、

さらなる考察が必要だと考えられる45。 

 第三に、〈神学‐政治問題〉に関わる問題がある。信仰の立場からすれば、神の観念を

欠いた神義論なるものはそもそも成立不可能なのではないかという疑義が呈されるかも

しれない（Foss 2015: 71-72）。「理性と啓示の拮抗関係の継続」という最重要の論点にか

んしていえば、ロールズのリベラリズムが通例思われているよりも精妙な理解を示して

いるのはたしかだとしても、啓示にたいする理性の優先性は疑うべくもない46。また、

 
45 公共的理性の観念に関して、この線引きをより緩やかに捉える（=理に適っていないと認定されるも

のを縮小する）ことを試みる論者の主要な問題関心は、宗教に代表される包括的価値のさらなる包摂に
ある（Billingham 2017）。 
46 なお、E・ネルソンの近著は、拙著とも重なる問題関心を異なった角度から捉えようとする、もうひ

とつの野心作である。「換言すれば、リベラリズムは神義論として生を享けたのだ」（Nelson 2019: 
5）。ただしこれにはいささかの皮肉も込められており、彼はリベラリズムの起源をペラギウス的異端

（自律、尊厳、ある種の完成可能性）に同定した上で、さらに、そのペラギウス主義へのアウグスティ

ヌスの反駁の一部が世俗化されたものとしてロールズ理論（功績の観念の否定、自然的資質の道徳的恣
意性）を位置づける。つまり、現代のロールズ的なリベラリズムはそもそものはじめから内的矛盾に晒

されているのというのが基本的な見立てとなる。しかしながら、以前の彼の著書にも増して、本作では

強引な断定が目立つように思われる。とりわけ、独自の神学解釈をも背景とした、〈そもそも私たちは
正しい分配状態なるものを知りえないのだから、現状より平等な状態の方が正しいとはいえない〉とい

う主張などは、今日の規範理論の水準からすればナイーブだといわざるをえない（Nelson 2019: 140）。
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ヘーゲルの歴史的目的論のように歴史性を導入した政治哲学は、それ自体、論争的な立

場だとも考えられる。いうまでもなく、自然的正と歴史は見方によればむしろ大いに拮

抗する（べき）ものだからである（Strauss 1953）。 

これらの問題の検討は今後の課題としたい。 
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